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社会保険証の資格取得日
又は雇用開始年月日

監理技術者

資格者証有効期間 講習修了証有効期間
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技　術　職　員　名　簿　（雇用期間・監理技術者確認用）
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西都　建七郎７ ～

高鍋　建八郎
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氏　　　　　名

都城　建四郎

小林　建五郎

宮崎　建三郎

宮崎　建太郎

宮崎　建次郎
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。してください記載ですべて順番じ同と）別紙二（技術職員名簿
（監理技術者のみを記入するものではありません。）

を月か６に審査基準日前、は技術者となる評価対象
。られます限に方されている雇用えて超

審査基準日 申請日

この期間、継続して雇用されていることが必要

（審査基準日（決算日）が令和３年５月３１日の場合、
令和２年１１月３０日以前から継続して雇用されていること）

直前６か月超

経営事項審査における評価の有効期間は、
。です年間５から修了年月日の講習

※個人事業主などでも必ず添付してください。

（氏名のみ記載の場合もあり得ます。）


